「令和８年度三郷町学校給食及び保育園給食管理システム導入業務」仕様書


１．業務名　　
令和８年度三郷町学校給食及び保育園給食管理システム導入業務

２．業務の目的
学校及び保育園における給食提供を適切に行うため、献立作成・給与栄養目標量の管理・食数管理・見積業務・発注業務・アレルギー児の対応管理・帳票出力等ができ、また、保育園給食においては、離乳食献立にも対応することとする。

３．業務履行期間
（１）システム契約期間　　契約の日から令和９年２月２８日まで
　　　　　　　　　　　　　・ただし、システム調達期間は令和９年１月３１日までとする。
（２）システム稼動開始　　令和９年３月１日
　　　　　　　　　　　　　・ただし、本稼働前の４週間において、現行のシステムと並行稼働期間を設けるものとする。
　（３）運用保守開始　　　　令和９年３月１日から
　　　　　　　　　　　　　　・保守期間について６０か月を想定。
　　　　　　　　　　　　　　　保守サービスについて運用開始後、６０か月は提供可能であること。
　　　　　　　　　　　　　　　また、運用保守については、本事業とは別に契約するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　ただし、契約は長期継続契約とし、契約年度の翌年度以降の歳入歳出予算において、委託料が減額または削除された場合は、契約を変更または解除することがある。

４．システムの基本要件　学校給食管理システム
　（１）規模要件
　　　　本システムを使用する施設及びクライアント端末は、以下のとおりとする。
1 利用拠点　：　学務給食センター
2 利用者数　：　３名
3 接続端末　：　３台
　（２）基本性能
　　　　本システムは、下記に示す性能及び特徴を満たすものとする。
1 本システムは、パッケージソフトの導入により実現すること。
ただし、「機能仕様確認書」（様式４）において求める機能をカスタマイズ対応等により実現することができる場合もこれに準じるものとする。
2 本システムを使用する者が容易に操作することができるレイアウト及びインターフェースを備えていること
3 業務効率の向上に資するものとして、「機能仕様確認書」（様式４）の各仕様様式に掲げる帳票について、紙媒体はもちろんエクセル等の一般的な表計算ソフトのファイル形式で出力することができること。なお、帳票の一部に標準で出力できないものがある場合にも、代替手段について提案すること。
4 本システムを使用するクライアントPCの要件について下記のとおりとする。
OS　　　 ： Windows11 64bit
Office　 ： Microsoft office Standard 2021 64bit
ブラウザ ： MicrosoftEdge　またはchrome
その他   ： Intel-Corei5・ﾒﾓﾘ：8GB
　　　　　　     SSD 256GB
5 ＯＳのバージョンについては、現行のクライアントが採用しているWindows11はもちろん、その後リリースされるであろうＯＳについても対応できること。
6 ＯＳ等のバージョンアップ及びセキュリティパッチ等の適用に対し、柔軟に対応することができるシステムであること。（当該バージョンアップ等が行われて遅くとも１年以内に対応すること。）
7 ハードウェアの代替機種または上位機種への切り替えが、支障なく行えるシステムであること。
8 各端末から分散してデータ入力を行う利用形態においても、データの一元管理が可能なシステムであること。
　（３）ユーザー管理
① システム起動時にログイン及びパスワードを入力する等により、ユーザーを個別に認証することができること。
② 各種データに対してアクセス可能なユーザーの追加・削減・変更が行え、管理者及び一般ユーザーを区別することができること。
　（４）バックアップ・リストア機能
① データのバックアップ・リストア機能を有すること。
② バックアップのデータをハードディスクまたはその他の記録媒体に手動もしくは自動的に保存することができること。
③ バックアップデータは必要に応じて複数の世代を保存でき、リストア時に判別及び選          択することができること。 

５．システムの基本要件　保育園給食管理システム
　（１）規模要件
　　　　本システムを使用する施設及びクライアント端末は、以下のとおりとする。
① 利用拠点　：　西部保育園
② 利用者数　：　１名
③ 接続端末　：　１台
　（２）基本性能
　　　　本システムは、下記に示す性能及び特徴を満たすものとする。
① 本システムは、パッケージソフトの導入により実現すること。
ただし、「機能仕様確認書」（様式５）において求める機能をカスタマイズ対応等により実現することができる場合もこれに準じるものとする。
② 本システムを使用する者が容易に操作することができるレイアウト及びインターフェースを備えていること
③ 業務効率の向上に資するものとして、「機能仕様確認書」（様式５）の各仕様様式に掲げる帳票について、紙媒体はもちろんエクセル等の一般的な表計算ソフトのファイル形式で出力することができること。なお、帳票の一部に標準で出力できないものがある場合にも、代替手段について提案すること。
④ 本システムを使用するクライアントPCの要件について下記のとおりとする。
　　　　　 OS　  　 ： Windows11 64bit
Office　 ： Microsoft office Standard 2021 64bit
ブラウザ ： MicrosoftEdge　またはchrome
その他   ： Intel-Corei5・ﾒﾓﾘ：8GB
　　　　　　     SSD 256GB
5 ＯＳのバージョンについては、現行のクライアントが採用しているWindows11はもちろん、その後リリースされるであろうＯＳについても対応できること。
6 ＯＳ等のバージョンアップ及びセキュリティパッチ等の適用に対し、柔軟に対応することができるシステムであること。（当該バージョンアップ等が行われて遅くとも１年以内に対応すること。）
7 ハードウェアの代替機種または上位機種への切り替えが、支障なく行えるシステムであること。
　（３）ユーザー管理
① システム起動時にログイン及びパスワードを入力する等により、ユーザーを個別に認証することができること。
② 各種データに対してアクセス可能なユーザーの追加・削減・変更が行え、管理者及び一般ユーザーを区別することができること。
　（４）バックアップ・リストア機能
① データのバックアップ・リストア機能を有すること。
② バックアップのデータをハードディスクまたはその他の記録媒体に手動もしくは自動的に保存することができること。
③ バックアップデータは必要に応じて複数の世代を保存でき、リストア時に判別及び選          択することができること。 

６．システムの個別的要件
　　機能の個別的要件については、別紙「機能仕様確認書」記載のとおりとし、機能面以外の導入において満たすべき要件は、以下のとおりとする。
　（１）経済性・低廉性の確保
① 導入コストの低廉化、保守の容易性等の観点から、パッケージシステムの導入を原則とし、極力カスタマイズ対応等に依存しないこととすること。
② 導入作業について迅速かつ容易に行えるようなパッケージシステムであること。
（２）安定性・信頼性の確保
　　　　① 安定した動作が保証されたシステムであること。
　　　　② バックアップシステムについても、通常処理と類似した操作方法とすること。
　　　　③ データベースに対する不当なアクセスからの保護ができること。
（３）操作性の確保
① 入力項目は候補から選択する等、利用者の負担が少ない入力処理方法とすること。
また、入力を要する項目に着色する、操作すべき順番に入力メニューが配置されている等、簡単でわかりやすく操作できるよう工夫されたシステムであること。
② データ更新前や帳票出力前に確認メッセージやプレビューを表示する等、誤操作を防止するような仕組みがあること。
（４）運用の容易性の確保
① 必要最小限の設定を行うことで、テスト稼動が行える仕様であること。
また、その後の設定調整について利用者に極力大幅な時間を要しない効率的なシステムであること。
　　　　② システム管理者の負担を軽減することができること。
　　　　③ 稼動開始前に利用者を対象に操作説明等の十分な教育研修を実施すること。

７．システムの方式
　（１）学校給食管理システム
　　　　システムの方式については、インターネットを介さず、庁内ＬＡＮのネットワーク環境にて構築することを基本とする。ネットワークについて過度の負荷がかからないよう配慮すること。
　　　　また、複数名の職員で運用を行うため、サーバを構築しシステムを利用する運用とし、導入したサーバ上と２次バックアップ先に自動的にバックアップを行う運用とする。
　（２）保育園給食管理システム
　　　　現在、クライアントＰＣ上でスタンドアローンによる運用を行っており、次期も同じ運用を想定している。

[bookmark: _Hlk231821037]８．データ移行
当町で現在運用している学校給食管理システム及び保育園給食管理システムのデータ移行を行うこと。
なお、移行に必要な原資（データ・資料など）については当町にて開示するものとする。　
　　　　・現行システムについて　　　　　　
　　　システム開発会社 ： ㈱夢工房
　　　　　　システム名　　　 ： らくらく献立７学校給食版及び保育園版
　　　　　　移行対象　　　　 ： 献立データ（ＣＳＶデータ）、料理データ（ＥＸＣＥＬデータ）
　　　　　　　　　　　　　　　  食品データ（ＰＤＦデータ）
（令和元年１２月以降分）
　　　また、本件で調達するシステムの次期システムにおいて、データ移行が簡便に行えるよう汎用的なデータ形式（献立データ（ＣＳＶデータなど）、料理データ（ＥＸＣＥＬデータ　　など）、食品データ（ＰＤＦデータなど））で必要なデータを出力できること。

９．運用支援
運用保守業務については、システム障害発生時等の緊急時対応、パッケージシステムの機能向上や制度改正時の対応をはじめ、以下のとおりとする。
（１） 保守サポート
　　　　 ・運用保守業務の全般について対応することができる要員をヘルプデスクに常駐させる
こと。また、深刻な障害が発生した場合にも迅速に対応することができる体制であること。
　　　　・操作、技術、トラブルに対するサポートについては、常に電話・ＦＡＸ・電子メール等により対応するものとする。なお、状況によって出張サポートが必要となる場合には、速やかに来訪して対応するものとする。
　　　　・障害についての保守は、本システムを構成するすべてのソフトウェアを対象とし、障害発生時には速やかに復旧させること。
　　　　・年に１回以上の頻度で、システムのフルバックアップを行うこと。
　　　　・システムの稼働状況の確認等のため、年に１回以上の頻度で訪問すること。
　　　　・日常のシステム運用における当町職員の負担が極力抑えられるような支援とすること。
　　　　・クライアント端末の更新等で新たに配属された端末に対するシステム導入についても、通常の運用保守の対象として取り扱うこと。
　　　　・当町のネットワークにより本システムを構成すること。
　　　　・システムがバージョンアップする場合には、バージョンアップに伴い本業務においてカスタマイズにより対応した機能に改修を要する場合を含め、無償で対応すること。
ただし、業務に伴う様式変更など町側の要望による改修については内容を勘案して別途協議するものとする。
　　　　・コンピュータウィルスに感染した場合には、速やかに復旧作業を行うこと。
　　　　　また、本システムを構成するソフトウェア（ＯＳを含む）について、システムの運用に影響を及ぼすようなセキュリティホール等が発見された場合には、修正プログラムの適応等、必要な対策を講じること。
（２） 教育・研修
　　　　・本システムの操作方法について記載した操作マニュアルを作成し、当町に提供すること。
　　　　・操作マニュアルは、一般的なパソコンについての知識しか持たない者でも理解することができるような表現とし、極力専門用語を用いないようにすること。
　　　　・機能向上等によりシステムの内容が更新された場合には、その都度操作マニュアルについても更新して提供すること。
　　　　・本システムの正常運用が確保されるよう、運用・保守の手順等について詳細に記載した運用保守マニュアルを作成し、当町に提供すること。
　　　　・機能向上等によりシステムの内容が更新された場合には、その都度運用保守マニュアルについても更新して提供すること。
　　　　・本業務において、または大規模な機能向上時には、システム利用者を対象に、操作方法習得を目的とした研修を実施すること。
　　　　・研修に必要となる各種資料（操作マニュアル、研修用サブテキスト）を用意すること。
　　　　・研修で使用する機器、テストデータのセットアップ、会場設営等の事前準備は導入業者が行うこと。
　　　　・システムの操作方法が不明となった場合も、利用者自身でも問題を解決することができるようＦＡＱや操作ガイドの機能を備えること。
　　　　・ＦＡＱ等の機能を有しない場合には、ヘルプデスクによる問い合わせ応答や操作マニュアルの内容を充実させること。

１０．成果品
　　本業務の成果品、数量、納品場所及び納品条件は、以下のとおりとする。
（１）成果品及び数量
　　　　① パッケージシステム　　（学校給食管理システム、保育園給食管理システム）
　　　　② 操作マニュアル　　　紙媒体　２部・電子媒体　１部
　　　　③ 運用保守マニュアル　紙媒体　２部・電子媒体　１部
　　　　 ※操作マニュアルについては、職員がシステム操作をするにあたり閲覧して操作がわかるマニュアルを、運用保守マニュアルについては、端末に再インストールが必要となった場合やバージョンアップの手順書などを想定している。
（２）納品条件
　　　　パッケージシステムについては、当町が求める機能をカスタマイズ等により実現する場合は、カスタマイズ等をすべて終えた後、本構築業務で導入したサーバ・機器類及び当町が指定するクライアント端末に導入し、システム稼動に必要な各種の設定を行ったうえ、正常に動作することについて当町が確認した状態をもって納品とする。

１１．その他
（１）守秘義務	
　　　受託者は用務の履行に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。契約の終了後および解除後も同様とする。ただし、本町の了承を得た場合はこの限りではない。
（２）個人情報及び受託情報の取扱い
　　　個人情報の取り扱いについては、別紙「個人情報取扱特記事項」を遵守すること
（３）再委託
　　　本業務を再委託する場合、事前に再委託の内容及び再委託先を提示し、町の承認を得ること。再委託の範囲は、受託者が責任を果たせる範囲のみとし、再委託先に問題が生じた場合は受託者の責任において解決すること。
また、再委託を行う場合は、受託者が再委託先に対して、町が定める特記事項の規定を遵守させること。
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